
今般、別添のとおり組合規程を変更したので公示します。

公示第３５１号

令和５年３月１日

東 亜 道 路 健 康 保 険 組 合

理事長　 竹内　良彦

組合規程の変更について



規程変更書 

会計事務取扱規程 

第１条を次のように改める。 

（目的） 

第１条 この組合の会計事務は、法令および規約に定めるもののほか、この規程により

取り扱うものとする。 

第 2 条を次のように加える。 

（規程を変更する場合） 

第２条 この規程を変更する場合は、理事会の議決によらなければならない。 

第３条を次のように改める。 

（帳簿の備付） 

第３条 この組合は、次の会計帳簿を備える。 

（１）現金出納簿 

（２）歳入簿 

（３）歳出簿 

（４）収支差引残高簿 

（５）銀行別預帳簿 

（６）一時借入金及び準備金繰替使用簿 

（７）歳入歳出外現金出納整理簿 

（８）前金払・概算払整理簿 

（９）積立金台帳 

（10）固定資産台帳 

（11）備品台帳（様式第一号） 

（12）切手受払簿 

（13）図書台帳（様式第二号） 

（14）保険料・調整保険料及び介護保険料算定原簿 

（15）保険料・調整保険料及び介護保険料月別整理簿 

（16）その他補助簿 

第４条中「特に定められてうるもの」を「会計帳簿の様式に関する通知において定められて

あるもの」に改める。 

第６条中「その箇所を朱書きで二線を隔して整理」を「その箇所を朱書で二線の朱線を引き、

訂正の場合はその上位に正書して」に改める。 

第７条中「月」を「毎月」に改める。 

第３章の「金銭会計」を「金銭出納」に改める。 



第１１条の２項中「常務理事」を「理事長」に改める。 

第１２条中「理事」を「常務理事」に改める。 

第１３条２項を次のように改める 

 ２ 金庫の管理は理事長が行う。 

第１３条３項を次のように加える。 

 ３ 手提金庫の管理は主任出納員が行う。 

第１６条を次のように改める。 

（収入支出手続及び金銭の出納方法） 

第１６条 収入及び支出は、すべて理事長の指示により、会計担当出納員がこれに当たる。 

 ２ 金銭の出納は現金、預金（普通預金、通知預金、定期預金、金銭信託、貸付信託）、

振替貯金証書、郵便為替証書による。 

第２０条中「理事」を「理事長」に改める。 

第２９条１項を次のように改める。 

第２９条 銀行預金について出納責任者は、毎月銀行別預金帳簿により、明確に預金を種類

別に預入、払戻しを行った事実を確認するとともに毎月末には当該銀行と残高を照合

し、必要に応じて現在高証明書を徴するものとする。 

第３０条中「出納員は毎日の収支につき」を「出納担当者は、毎日の現金残高と帳簿残高を

照合し」に、「任印」を「確認」に改める。 

第３２条中「概算払は、事実か完成された時に必ず清算を行い、過払いについては返納を行

い、不足については追加支払を行う」を「現金の概算払を受けた者は、その用務または

要件終了後５日以内に概算払精算書を調整し、証拠書類を添えて常務理事の決裁を受け

なければならない。」に改める。 

第３３条を次のように改める。 

（支出予算の款内項間の流用） 

第３３条 支出予算の款内項間の流用は、法令で規定する手続きを経て、流用を必要とする

理由、科目、金額を明らかにした流用伺を作成し、理事長の決裁を受けなければなら

ない。 

  ２ 予算の流用については、流用年月日、科目、金額を理事会、組合会に報告し承認を

得るものとする。 

第３８条中「物品の購入又は修理を行うときは、」の後に「担当者は常務理事の指示をうけ

起案文書又は購入（修理）伺いを作成のうえ」を加える。 

第４３条中「保管責任者はその事由を」を「保管者はその事由を具して保管責任者を経て」

に改める。 

第４４条中「物品を廃棄する場合は、」の前に「毀損その他の事由により」を加える。 

第４８条中「理事」を「理事会」に改める。 

様式第一号と様式第二号を加える。 



様式第一号 

備品台帳 

種  別 番号 名   称 購入年月日 購入価額 供用者 廃棄年月日 

       

       

       

       

       

様式第二号 

図書台帳 

番号 書  名 著者 発行所 数 金  額 購入年月日 保管場所 備考 

         

         

         

         

         

 

財産管理規程 

第３条第４号①有形固定資産ホ備品中「一品または一組ごとの取得価額が１０万円未満で

あって、耐用年数が１年未満のものを除く」を「取得価格が１０万円以上かつ耐用年数

が１年以上の日用の道具、並びに事業に使用するための備え付けの諸物品に限る」に改

める 

第４条５号中「（耐用年数が経過したもの除く）」を削る。 

第４条６号中「評価額」を「その時価評価額」に改める。 

第５条を削除する。 

第１０条中「第４７条、第１３号」を「第５０条第１３号」に、「の認可を得た」を「への

予算の届出」に改める。 

第１１条中「規約４８条の規定」を「規約第５１条の規定」に改める。 

第１２条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。 

第１７条中「現在」を「帳簿」に改める。 

第１８条を削除する。 

第２０条中「純財産」を「支払余裕金」に改める。 

第２１条２項中「備品」を「１０万円未満の固定資産」に改める。 

第２２条１項を次のように改める。 

第２２条 交換によって取得した固定資産の取得価額は、対価として相手方に引き渡した



際の帳簿価額とし、贈与または低廉譲受により取得した固定資産の取得価額は時価評価

額とする。 

第２２条２項中「については」を「の取得価額は」に改める。 

第２５条１項を次のように改める。 

第２５条 準備金を規約第５０条第１３号の規定に基づき建物で所有するときは、毎年度

末定額法により耐用年数経過時点に１円まで減価償却を行うものとする。 

第２６条１項を次のように改める。 

（準備金以外の固定資産の減価償却） 

第２６条 土地を除く準備金以外の固定資産のうち、耐用年数が１年以上かつ取得価額が

１０万円以上のもの（償却資産）については、毎年度定額法により減価償却を行うもの

とする。耐用年数が１年未満又は取得価額が１０万円未満のもの（少額資産）について

は、取得時に取得価額の全額を償却するものとする。 

第２６条３項中「取得から年度末までの月数」に「（端数は切り上げ）」を加える。 

第２７条中「固定資産」を「減価償却資産」に改める。 

第２８条を次のように改める。 

第２８条 中古固定資産を取得し、その耐用年数を見積る場合は以下による。なお、見積っ

た結果、当該耐用年数が２年未満の場合は、２年とする。 

   法定耐用年数の一部を経過したもの＝法定耐用年数－経過年数 

第２９条中「切り上げ１年単位とする。」を「切り捨てるものとする。ただし、前条に該当

するものを除く。」に改める。 

第３０条に次のように２項を加える。 

第３０条 ２ 前項の償却を行うときは、理事長の承認を得て組合会に報告するものとす

る。 

第３１条中「重要財産」の後に「である土地、建物（耐用年数が経過したものを除く）」を

加え、「または取り崩し」及び「（準備金「土地、建物で保有するものを除く。」及び別途

積立金を除く。）」を削る。 

第３２条中「命じて」の後に「または委嘱して」を加える。 

様式第一号を加える。 

 

理事及び理事長選挙執行規程 

第１０条２項を次のように改める。 

第１０条 ２ 前項の選挙長は、選定議員より互選された理事（理事長候補者を除く）の中

から理事が選挙する。 

 

 



規程変更理由書 

 

会計事務取扱規程 

    適正な会計事務を行うために会計事務取扱規程を整備する。 

 

 

財産管理規程 

    適正な財産管理を行うために財産管理規程を整備する。 

 

 

理事及び理事長選挙執行規程 

    適正な理事長選挙を行うために理事及び理事長選挙規程を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧条文対照表 

会計事務取扱規程 

新 旧 

（目的）  

第１条 この組合の会計事務の取扱いに

関しては、法令及び規約に定めのあ

るもののほか、この規程により取り

扱うものとする。 

（規程を変更する場合） 

第２条 この規程を変更する場合は、理

事会の議決によらなければならな

い。 

（帳簿の備付） 

第３条 この組合は、次の会計帳簿を備

える。 

（１）現金出納簿 

（２）歳入簿 

（３）歳出簿 

（４）収支差引残高簿 

（５）銀行別預帳簿 

（６）一時借入金及び準備金繰替使用  

   簿 

（７）歳入歳出外現金出納整理簿 

（８）前金払・概算払整理簿 

（９）積立金台帳 

（10）固定資産台帳 

（11）備品台帳（様式第一号） 

（12）切手受払簿 

（13）図書台帳（様式第二号） 

（14）保険料・調整保険料及び介護保

険料算定原簿 

（15）保険料・調整保険料及び介護保

険料月別整理簿 

（16）その他補助簿 

(帳簿の様式）  

（目的）  

第１条 この組合の会計事務の取扱いに関

しては、法令及び処務規程に定めの

ある場合を除く外、この規程の定め

るところによる。 

 

 

 

 

(帳簿の備え付）  

第３条 この組合は、次の会計帳簿を備え

る。  

（１）準備金台帳  

（２）任意積立金台帳  

（３）固定資産台帳  

（４）歳入簿  

（５）歳入関係補助簿（保険料・施設利

用料補助簿等）  

（６）歳出簿  

（７）一時借入金並びに準備金繰替使用

簿  

（８）収支差引残簿  

（９）前金払・概算払整理簿  

（10）本部・支部間交付金受払簿  

（11）現金出納簿  

（12）前渡金明細簿  

（13）銀行別預金帳簿  

（14）備品台帳（含図書台帳）  

（15）消耗品受払簿（含切手等受払簿）  

（16）その他補助簿  

 

(帳簿の様式）  



第４条 帳簿の様式は、会計帳簿の様式

に関する通知において定められて

あるものを除き、別に定める。 

（帳簿の訂正及び削除等） 

第６条 帳簿の記載事項につき、訂正、

挿入又は削除をしようとするとき

は、その箇所を朱書で二線の朱線

を引き、訂正の場合はその上位に

正書して、もとの字をなお読み得

るような字体を存置しておくよう

にしなければならない。 

（帳簿の締切)  

第７条 帳簿は、その種類により、毎

日、毎月又は期末ごとに整理して

締切るものとする。 

第３章 金 銭 出 納 

第11条 略 

  ２ 出納員又は収入員、及びこれが

代理並びに分任に充てる職員は、

理事長がこれを任免する。 

（出納員及び収入員の更迭）  

第 12 条 出納及び収入を司る職員が更

迭したときは、前任者は後任者と

立ち会いのうえ、関係帳簿と現金

等の照合をし、速やかに引き継ぎ

の完了を行ない、これが完了した

ときは、双方連署のうえ、事務引

継書を作成し、常務理事に提出し

なければならない。 

（組合の金庫事務）  

第13条 略 

２ 金庫の管理は理事長が行う。 

３ 手提金庫の管理は主任出納員が

行う。 

（収入支出手続及び金銭の出納方法） 

第16条 収入及び支出は、すべて理事長

の指示により、会計担当出納員か

第４条 帳簿の様式は、特に定められて

あるものを除き、別に定める。 

 

（帳簿の訂正及び削除等） 

第６条 帳簿の記載事項につき、訂正、

挿入又は削除をしようとするとき

は、その箇所を朱書で二線を隔し

て整理、もとの字をなお読み得る

ような字体を存置しておくように

しなければならない。 

 

（帳簿の締切)  

第７条 帳簿は、その種類により、毎

日、月又は期末ごとに整理して締

切るものとする。 

第３章 金 銭 会 計 

第11条 略 

２ 出納員又は収入員、及びこれが

代理並びに分任に充てる職員は、

常務理事がこれを任免する。  

（出納員及び収入員の更迭）  

第 12 条 出納及び収入を司る職員が更迭

したときは、前任者は後任者と立

ち会いのうえ、関係帳簿と現金等

の照合をし、速やかに引き継ぎの

完了を行ない、これが完了したと

きは、双方連署のうえ、事務引継

書を作成し、理事に提出しなけれ

ばならない。 

（組合の金庫事務）  

第13条 略  

２ 手提金庫等は、主任の出納員が

その責任によりこれを保管する。 

 

（収入、支出のできる場合）  

第16条 収入及び支出は、理事の命令が

なければ執行することができな



これに当たる。 

２ 金銭の出納は現金、預金（普通

預金、通知預金、定期預金、金銭

信託、貸付信託）、振替貯金、郵

便為替証書による。 

（執行不能の処理）  

第20条 収入支出決議書の執行が不能と

なったときは、その理由を附し、

理事長の決裁を受けなければなら

ない。 

（預金の出納等）  

第29条 銀行預金について出納責任者

は、毎月銀行別預金出納簿によ

り、明確に預金を種類別に預入、

払戻しを行った事実を確認すると

ともに毎月末には当該銀行と残高

を照合し、必要に応じ現在高証明

書を徴するものとする。 

（収支日計表の作成）  

第30条 出納員は毎日の収支につき、収

支日計表を作成して常務理事の確

認を受けなければならない。 

（概算払） 

第32条 略 

現金の概算払を受けた者は、そ

の用務または要件終了後５日以内

に概算払精算書を調整し、証拠書

類を添えて常務理事の決裁を受け

なければならない。 

（支出予算の款内項間の流用） 

第33条 支出予算の款内項間の流用は、法

令で規定する手続きを経て、流用を

必要とする理由、科目、金額を明ら

かにした流用伺を作成し、理事長の

決裁を受けなければならない。 

  ２ 予算の流用については、流用年月

日、科目、金額を理事会、組合会に

い。 

 

 

 

 

（執行不能の処理）  

第20条 収入支出決議書の執行が不能と

なったときは、その理由を附し、

理事の決裁を受けなければならな

い。 

（預金の出納等）  

第29条 銀行預金については、銀行別預

金出納簿により、明確に整理する

とともに、毎月末においては、当

該銀行と残高を照合し、必要に応

じ現在高証明書を徴するものとす

る。 

 

（収支日計表の作成）  

第30条 出納員は毎日の収支につき、収

支日計表を作成して常務理事の任

印を受けなければならない。 

（概算払） 

第32条 略 

概算払は、事実が完成された時

に必ず清算を行い、過払いについ

ては返納を行い、不足については

追加支払を行う。 

 

（支出予算流用）  

第33条 予算の流用は、法令で規定する

手続を経て、別に定める伺により常務理

事の決裁を受けなければならない。 

 

 

 

 



報告し承認を得るものとする。 

（物品の購入及び修理等）  

第38条 物品の購入又は修理を行なうと

きは、常務理事の指示をうけ起案

文書又は購入（修理）伺いを作成

のうえ常務理事の承認を受けなけ

ればならない。 

（物品の毀損等の届出）  

第43条 物品を毀損又は亡失したとき

は、保管者はその事由を具して保

管責任者を経て常務理事に届出な

ければならない。 

（物品の廃棄処分）  

第44条 毀損その他の事由により物品を

廃棄する場合は、理事長（又は常

務理事）の決裁を経て、廃棄整理

簿により処理しなければならな

い。 

（この規程の実施に関し必要な事項）  

第48条 この規程の実施にあたり、これ

によりがたい場合があるときは、

理事会この決定する方法による。 

様式第一号 

様式第二号 

附則 この規程は令和５年４月１日より

施行する。 

 

（物品の購入及び修理等）  

第38条 物品の購入又は修理を行なうと

きは、常務理事の承認を受けなけ

ればならない。 

 

（物品の毀損等の届出）  

第43条 物品を毀損又は亡失したとき

は、保管責任者はその事由を常務

理事に届出なければならない。 

 

 

（物品の廃棄処分）  

第44条 物品を廃棄する場合は、理事長

（又は常務理事）の決裁を経て、

廃棄整理簿により処理しなければ

ならない。 

 

（この規程の実施に関し必要な事項）  

第48条 この規程の実施にあたり、これ

によりがたい場合があるときは、

理事の決定する方法による。 

 

財産管理規程 

新 旧 

（財産分類および定義） 

第３条 この規程において、財産とは、次

にかかげるものをいう。 

略 

（４）固定資産 

① 有形固定資産（準備金で保有

する土地、建物を除く。） 

イ 土地 

（財産分類および定義） 

第３条 この規程において、財産とは、次

にかかげるものをいう。 

略 

（４）固定資産 

① 有形固定資産（準備金で保有

する土地、建物を除く。） 

イ 土地 



ロ 建物（建物に付属する設備 

を含む。） 

ハ 構築物 

ニ 機械器具、装置 

ホ 備品（取得価額が10万円以

上かつ耐用年数が１年以上

の日用の道具、並びに事業に

使用するための備え付けの

諸物品に限る） 

ヘ 車輌、船舶 

略 

（重要財産） 

第４条 前条にかかげる財産のうち、次

のものは重要財産とする。 

（１）準 備 金 

（２）別途積立金 

（３）退職積立金 

（４）土地 

（５）建物            

（６）土地、建物を除く固定資産（耐用

年数が経過したものを除く。）のう

ち、その時価評価額が５０万円以

上のもの。 

（備品） 

第５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

（準備金） 

第10条 準備金を規約第５０条第１３号

の土地建物で保有するときは、あ

らかじめ予算科目を設定し、組合

ロ 建物（建物に付属する設備 

を含む。） 

ハ 構築物 

ニ 機械器具、装置 

ホ 備品（一品または一組ごと

の取得価額が10万円未満で

あって、耐用年数が１年未満

のものを除く） 

 

ヘ 車輌、船舶 

略 

（重要財産） 

第４条 前条にかかげる財産のうち、次

のものは重要財産とする。 

（１）準 備 金 

（２）別途積立金 

（３）退職積立金 

（４）土地 

（５）建物（耐用年数が経過したものを

除く。） 

（６）土地、建物を除く固定資産（耐用

年数が経過したものを除く。）のう

ち、評価額が５０万円以上のもの。 

（備品） 

第５条 第３条にかかげる有形固定資産

のうち、土地、建物を除き、一品ま

たは一組ごとの取得価額が１０万

円以上であって、耐用年数が１年

以上のもの以外のものを備品とし

、固定資産としない。ただし装飾、

美術品については、１０万円未満

であっても固定資産とする。 

（準備金） 

第10条 準備金を規約第４7条、第１３号

の土地建物で保有するときは、あ

らかじめ予算科目を設定し、組合



会の議決後監督庁への予算の届出

後に行なうものとする。 

（退職積立金） 

第11条 退職積立金は、規約５１条の規

定にかかわらず、預金、貯金または

金銭信託をもって保有しなければ

ならない。 

（有価証券） 

第12条 有価証券（金融商品取引法第２

条第１項に規定する有価証券をい

う。）は、銀行または信託会社に保

護預けをし、または登録機関に登

録するものとする。 

（固定資産台帳の記帳） 

第17条 略 

（３）取得価額および帳簿価額並びに

単価 

略 

(準資産台帳) 

第18条 削除 

 

（財産目録） 

第20条 支払余裕金は理事長の責任にお

いて管理し、財産目録に登載を要

しない。 

（取 得） 

第21条 略 

２ １０万円未満の固定資産は、常

務理事の承認を得て取得できるも

のとする。 

（取得価額） 

第22条 交換によって取得した固定資産

の取得価額は、対価として相手方

に引き渡した際の帳簿価額とし、

贈与または低廉譲受により取得し

た固定資産の取得価額は時価評価

額とする。 

２ 電話加入権の取得価額は加入権

会の議決後監督庁の認可を得た後

に行なうものとする。 

（退職積立金） 

第11条 退職積立金は、規約４８条の規

定にかかわらず、預金、貯金または

金銭信託をもって保有しなければ

ならない。 

（有価証券） 

第12条 有価証券（証券取引法第２条第

１項に規定する有価証券をいう。）

は、銀行または信託会社に保護預

けをし、または登録機関に登録す

るものとする。 

（固定資産台帳の記帳） 

第17条 略 

（３）取得価額および現在価額並びに

単価 

略 

(準資産台帳) 

第18条 準資産を整理するため、備品台

帳を設け整理するものとする。 

（財産目録） 

第20条 準財産は理事長の責任において

管理し、財産目録に登載を要しな

い。 

（取 得） 

第21条 略 

２ 備品は、常務理事の承認を得て

取得できるものとする。 

 

（取得価額） 

第22条 交換、贈与または低廉譲受によ

り取得した固定資産の取得価額は

時価評価額とする。 

２ 電話加入権については加入権を

取得するために要した額、または

加入料および架設料等架設に要し

た額を取得価額とする。 



を取得するために要した額、また

は加入料および架設料等架設に要

した額を取得価額とする。 

  略 

（準備金である建物の減価償却） 

第25条 準備金を規約第５０条第１３号

の規定に基づき建物で保有すると

きは、毎年度末定額法により耐用

年数経過時点に１円まで減価償却

を行なうものとする。 

略 

 

（固定資産の減価償却） 

第26条 土地を除く準備金以外の固定資

産のうち、耐用年数が１年以上か

つ取得価額が１０万円以上のもの

（償却資産）については、毎年度定

額法により減価償却を行うものと

する、耐用年数が１年未満又は取

得価額が１０万円未満のもの（少

額資産）については、取得時に所得

価額の全額を償却するものとする

。 

略 

取得から年度末までの月数（端数は切り上げ） 

１２ 

略 

（耐用年数） 

第27条 前条により減価償却をする場合

における耐用年数は「減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年３月３１日大蔵省令第１

５号）」の定めるところによる。 

（中古固定資産の耐用年数） 

第28条 中古固定資産を取得し、その耐

用年数を見積る場合は以下による

。なお、見積った結果、当該耐用年

数が２年未満の場合は、２年とす

  略 

 

 

 

（準備金である建物の減価償却） 

第25条 準備金を規約第４7条第13号の

規定に基づき建物で保有するとき

は、毎年度末に運営基準で定める

定額法により残存価額が零になる

まで減価償却を行なうものとする

。 

略 

（固定資産の減価償却） 

第26条 土地を除く有形固定資産は、取

得価額（建物を準備金と共有する

場合は準備金である建物で保有す

る分を除く。）を基にし、毎年度末

定額法により減価償却を行なうも

のとする。ただし、耐用年数経過時

点に１円まで償却することとする

。 

略 

取得から年度末までの月数 

        １２ 

略 

 

 

（耐用年数） 

第27条 前条により減価償却をする場合

における耐用年数は「固定資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４

０年３月３１日大蔵省令第１５号

）」の定めるところによる。 

（中古固定資産の耐用年数） 

第28条 中古固定資産を取得し、その耐

用年数を見積る場合は、前条で定

める耐用年数から経過年数を控除

した年数を当該固定資産の耐用年

数とみなす。 



る。 

   法定耐用年数の一部を経過したも

の＝法定耐用年数－経過年数 

 

（耐用年数の端数整理） 

第29条 固定資産の耐用年数計算に際し

て１年未満の端数を生じたときは

、これを切り捨てるものとする。た

だし、前条に該当するものを除く。 

（臨時償却） 

第30条 不慮の災害もしくは経済状態の

悪化にともない固定資産の価値が

著しく減少し、その減少が長時間

にわたるか、または回復の見込が

ないときは、その損失の程度を見

積り臨時償却を行なうものとする

。 

  ２ 前項の償却を行うときは、理事長

の承認を得て組合会に報告するもの

する。 

（重要財産の処分） 

第31条 重要財産である土地、建物（耐用

年数が経過したものを除く）の売

却、譲渡、廃棄、交換を行なうとき

は、組合会の議決を経て監督庁の

認可を受けなければならない。 

（再評価） 

第32条 固定資産（準備金で保有する土

地、建物を含む。）を処分するとき

は、評価能力のある第三者に命じ

てまたは委嘱して時価評価を行な

い処分価額の妥当性を評しなけれ

ばならない。 

様式第一号 

附則 この規程は令和５年４月１日より施

行する。 

２ 前項の中古固定資産の経過年数

が不明のときは、次の算出方法に

よる。 

   略 

（耐用年数の端数整理） 

第29条 固定資産の耐用年数計算に際し

て１年未満の端数を生じたときは

、これを切り上げ１年単位とする。 

 

（臨時償却） 

第30条 不慮の災害もしくは経済状態の

悪化にともない固定資産の価値が

著しく減少し、その減少が長時間

にわたるか、または回復の見込が

ないときは、その損失の程度を見

積り臨時償却を行なうものとする

。 

 

 

（重要財産の処分） 

第31条 重要財産の売却、譲渡、廃棄、交

換または取り崩しを行なうときは

、組合会の議決を経て監督庁の認

可（準備金「土地、建物で保有する

ものを除く。」及び別途積立金を除

く。）を受けなければならない。 

（再評価） 

第32条 固定資産（準備金で保有する土

地、建物を含む。）を処分するとき

は、評価能力のある第三者に命じ

て時価評価を行ない処分価額の妥

当性を評しなければならない。 

 

 

 



理事及び理事長選挙執行規程 

新 旧 

第10条 略 

  ２ 前項の選挙長は、選定議員より互

選された理事（理事長候補者を除

く）の中から理事が選挙する。 

第10条 略 

  ２ 前項の選挙に関しては、全各条

の規程を準用する。 

 


